
５

①事業者は、事業の位置や規模等を検討した結果について記載した計画段階環境配慮書（以下「配慮書」といいます。）を作成し、知事及

び関係市町村長に提出します。

②事業者は、配慮書を公表するとともに、事業者の事務所などにおいて 30 日以上縦覧します。

③配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する方は、事業者に意見を提出することができます。

④知事は、関係市町村長及び大分県環境影響評価技術審査会（以下「技術審査会」といいます。）の意見を聴いた上で、配慮書について事

業者に意見を述べます。（配慮書の提出から 90 日以内）

⑤事業者は、環境影響評価の項目及び方法について記載した環境影響評価実施計画書（以下「実施計画書」といいます。）を作成し、知事

及び関係市町村長に提出します。

⑥事業者は、実施計画書を作成した旨を公告するとともに、事業者の事務所などにおいて１か月間縦覧します。

⑦事業者は、実施計画書の内容について周知するため、関係地域において説明会を開催します。

⑧実施計画書について環境の保全の見地からの意見を有する方は、事業者に意見を提出することができます。

　( 縦覧期間中及び縦覧終了後 2週間 )

⑨知事は、関係市町村長及び技術審査会の意見を聴いた上で、実施計画書について事業者に意見を述べます。

　（第１種対象事業：意見概要書の提出から 90 日以内、第２種対象事業：実施計画書の提出から 90 日以内）

⑩事業者は、環境影響評価（調査、予測及び評価）の結果について取りまとめた環境影響評価準備書（以下「準備書」といいます。）を作
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